
露店等催しの開設フローチャート 
 

スタート 

 

祭礼・盆踊り・各種イベントなど  いいえ 

不特定の者が集まる催しである。 

 

        はい 

 

 

液体・気体・固体燃料を使った器具 いいえ 

や電気器具を使用する。（※1）    

 

        はい 

 

               いいえ 

 露店の出店がある。（※2） 

                （消火器の準備は必要です。） 

        はい 

 

 

 催しを開設する３日前までに             届出の必要なし。 

「露店等の開設届出書」を消防署   

に届出する。（※3） 

（ 消火器の準備が必要です。） 

 

 

※1 ・液体燃料を使用する器具例 → 発電機､ストーブ等 

   ・気体燃料を使用する器具例 → 調理器具等 

   ・固体燃料を使用する器具例 → 練炭コンロ､七輪､バーベキューコンロ等 

   ・電気を熱源とする器具例   → 電気コンロ､ホットプレート､電気ストーブ等 

 

※2 露店とは、「生業としているかしていないか」、「有料か無料か」、「個人か 

団体か」を問わず、商品を陳列して来場者に商品を提供する場所を開設している 

場合です。 

 

※3 露店等の開設届出者は、露店等を開設しようとする者です。 

また、露店等が複数ある場合は、主催者が一括して届出することも可能です。 

 消火器は、一般可燃物のほか、油・電気などの出火にも対応が可能な粉末の消 

火器を準備してください。 


